


介護サービスの利用促進及び介護ヘルパーの募集 

 

（１）介護サービスの利用促進 

組合員及びその家族で介護サービスを必要としている方には、実質的に大田支部

が運営している「すまいる蓮沼（事業所名）」の「訪問介護」「通所介護（デイ・

サービス）」及び「居宅介護支援（ケアマネサービス）」の利用をお願い致します。 

あわせて、大田支部在籍１年以上の組合員及びその家族が介護サービス利用者で

ある場合には、大田支部の互助制度から「介護保険利用料の１割相当額の助成金」

が当該組合員に支給される「家族介護支援金」の周知もお願い致します。 

  ＊家族介護支援金の「家族」の対象範囲 

   組合員本人、配偶者、本人及び配偶者の父母及び祖父母、子 

 

（２）介護ヘルパーの募集 

訪問介護「すまいる蓮沼」では、「登録型の介護ヘルパー」の募集を常時行なっ

ています。初任者研修があるため、未経験者でも応募可能です。 

  ＜募集条件＞ 身体介護 … 時給１,９００円以上で応相談 

         生活支援 … 時給１,３００円以上で応相談 

         移動交通費 … 必要に応じ支給 

 


